
入間市集会所等省エネ取組支援事業

最大 10万円 補助します。

❖対象品目❖

【エアコン】

【冷蔵庫】 【テレビ】 【照明器具】

☆日本産業規格Ｃ9901 省エネルギー達成率100％以上のもの ※裏面参照

市内の区・自治会が維持管理を行っている集会所等の光熱水費等を
節減するため、省エネ機器を導入する自治会に補助金を交付します。

 市内区・自治会（地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条
の2に規定する認可地縁団体を含む）

❖補助対象者❖

❖補助額❖

 １集会所あたり補助上限額を100,000円とし、１年度につき
１申請限りとします。

❖申請方法❖

 入間市集会所等省エネ取組支援事業補助金交付申請書兼請求書
 領収証（購入日・店名・製品名・金額が確認できる書類）
 保証書（型番号、製造番号が確認できる書類）
 家電リサイクル券 ※裏面参照

 設置したことが分かる写真（ビフォーアフター）



❖省エネ基準達成率の確認方法❖

❖家電リサイクル券とは・・・ ❖

国で提供する「省エネ型製品情報サイト」で確認してください。

廃家電を小売業者に引き渡した場合に小売業者から発行され
る家電リサイクル券です。

サイトは
こちら

【問い合せ】
市民生活部 地域振興課 自治振興担当

TEL:04-2964-1111（内2141・2142）
Email:ir211000@city.iruma.lg.jp

入間市ホームページ：https://www.city.iruma.saitama.jp

ホーム ＞ 暮らし・手続き ＞ 住民活動・コミュニティ・協働
＞ 自治会・区長会 ＞ 入間市集会所等省エネ取組支援事業補助金

入間市公式
ホームページ

tel:04-2964-1111（2141・2142
https://www.city.iruma.saitama.jp/

